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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等
　

回次 第53期中 第54期中 第55期中 第53期 第54期

会計期間

自 2019年
   ４月１日
至 2019年
   ９月30日

自 2020年
   ４月１日
至 2020年
   ９月30日

自 2021年
   ４月１日
至 2021年
   ９月30日

自 2019年
   ４月１日
至 2020年
   ３月31日

自 2020年
   ４月１日
至 2021年
   ３月31日

売上高 (百万円) 26,655 20,952 21,096 48,791 40,163

経常利益又は
経常損失（△）

(百万円) 3,112 942 1,310 723 △1,215

親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益
又は親会社株主に帰属する
当期純損失（△）

(百万円) 2,148 255 408 465 △1,566

中間包括利益又は包括利益 (百万円) 1,925 451 865 △192 △539

純資産 (百万円) 13,185 11,421 11,270 11,067 10,480

総資産 (百万円) 72,297 82,692 103,123 77,465 93,863

１株当たり純資産 (円) 3,222.70 2,758.07 2,716.11 2,674.17 2,520.49

１株当たり中間(当期)純利
益又は当期純損失（△）

(円) 550.88 65.50 104.79 119.30 △401.67

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 17.38 13.00 10.27 13.46 10.47

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,904 2,915 1,839 5,842 4,214

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,945 △10,198 △6,835 △9,283 △21,396

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,043 6,463 5,605 2,472 15,988

現金及び現金同等物の中間
期末(期末)残高

(百万円) 2,444 2,737 2,978 3,559 2,365

従業員数
[外、平均臨時雇用人員]

(人)
1,096 1,173 1,180 1,103 1,157

[260] [212] [239] [221] [217]
 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第55期中間連結会計期間の期

首から適用しており、第55期中間連結会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用

した後の指標等となっております。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第53期中 第54期中 第55期中 第53期 第54期

会計期間

自 2019年
   ４月１日
至 2019年
   ９月30日

自 2020年
   ４月１日
至 2020年
   ９月30日

自 2021年
   ４月１日
至 2021年
   ９月30日

自 2019年
   ４月１日
至 2020年
   ３月31日

自 2020年
   ４月１日
至 2021年
   ３月31日

売上高 (百万円) 21,385 17,003 14,586 38,289 32,016

経常利益又は
経常損失（△）

(百万円) 2,963 712 1,849 717 △1,085

中間(当期)純利益又は
当期純損失（△）

(百万円) 2,042 252 1,044 557 △1,133

資本金 (百万円) 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950

発行済株式総数 (千株) 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900

純資産 (百万円) 13,131 11,621 12,310 11,306 10,960

総資産 (百万円) 66,661 76,879 93,877 72,105 88,774

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 25.00 ―

自己資本比率 (％) 19.70 15.12 13.11 15.68 12.35

従業員数
[外、平均臨時雇用人員]

(人)
484 560 539 485 542

[70] [62] [58] [66] [60]
 

(注) １．中間連結財務諸表を作成しており、中間財務諸表に１株当たり純資産、１株当たり中間純利益及び潜在株式

調整後１株当たり中間純利益を注記していないため、１株当たり純資産、１株当たり中間(当期)純利益及び

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の記載を省略しております。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を第55期中間会計期間の期首か

ら適用しており、第55期中間会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の

指標等となっております。
 

２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要な変更はあ

りません。

また、主要な関係会社の異動については、「３ 関係会社の状況」に記載しております。

 
３ 【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、新たに当社の連結子会社または持分法適用関連会社となった会社は以下のとおりで

あります。

名称 住所
資本金

又は出資金
(百万円)

主要な事業の
内容

議決権の所有
(又は被所有)
割合(％)

関係内容

(連結子会社)      

㈱ロードリーム
(注)２

札幌市
北区

25 貨物運送事業 51.0
当社の定期航路船を乗船利用し
ております。
役員の兼任等…有

(持分法適用関連会社)      

東京九州フェリー㈱
北九州市
門司区

100 海運業 24.0

新協和商事㈱より船舶の燃料を
購入しております。
役員の兼任等…有
資金援助…有

 

(注) １．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

２．債務超過会社であり、2021年９月末日時点の債務超過額は145百万円であります。
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４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

 2021年９月30日現在

セグメントの名称 従業員数(人)

海運業 755 [167]

貨物運送事業 319 [13]

石油製品販売業 2 [2]

ホテル業 86 [57]

報告セグメント計 1,162 [239]

その他 18 [―]

合計 1,180 [239]
 

(注) 従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向

者を含む。)であり、臨時従業員数は[ ]内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。な

お、臨時従業員には、夏期アルバイト、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いておりま

す。

 

(2) 提出会社の状況

 2021年９月30日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

海運業 539 [58]

合計 539 [58]
 

(注) 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時従業員

数は[ ]内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。なお、臨時従業員には、夏期アルバイト、

パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

 

(3) 労働組合の状況

労使関係について特に記載すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(1) 経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当中間連結会計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等若しくは経営上の目標の達成状況を判断す

るための客観的な指標等について、既に提出した有価証券報告書に記載された内容に比して重要な変更はありませ

ん。

また、新たに定めた経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等はあり

ません。

 
(2) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

今後につきましては、政府の追加経済対策が待たれるなか新型コロナのワクチン接種が進み、感染者の減少とと

もに行動制限が緩和され、特に旅行等のサービス消費が大きく持ち直していくものと見込まれますが、一方では需

給関係から原油価格の上昇基調は変わらず燃料費の負担増大へと繋がり、業界を取り巻く経営環境は厳しい状況が

続くものと思われます。

このような状況のなか、当社といたしましては一部運航ダイヤの変更を実施しつつ安全運航の確保を第一に、利

用の回復に努めることにより、昨年来の難局を乗り越えていく所存であります。

なお、新たに生じた事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

 
２ 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が

当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識してい

る主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありま

せん。
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３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当中間連結会計期間における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

① 経営成績及び財政状態の状況

当上半期のわが国の経済は、新型コロナウイルスの爆発的感染拡大による二度に亘る緊急事態宣言が出される

厳しい状況の下、耐久財等を主に個人消費が振るわず、また民間設備投資も自動車の減産が影響し、低調に推移

致しました。北海道におきましても公共工事が下支えとなりましたが、行動制限の長期化により観光関連等サー

ビス消費の低迷が続き、同様に収束への不透明感が残ったまま厳しい状況が続きました。

経営成績については、当中間連結会計期間の業績は売上高が21,096百万円と前年同期に比べ144百万円

(+0.7％)増加し、営業利益は1,496百万円と前年同期比477百万円(+46.8％)増加、経常利益は1,310百万円と前年

同期比368百万円(+39.1％)増加、親会社株主に帰属する中間純利益は408百万円と前年同期比153百万円

(+60.0％)増加いたしました。

当社グループは、通常の営業の形態として、上半期に比べ下半期の売上高は減少するため、連結会計年度の上

半期の売上高と下半期の売上高との間に著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節的変動があります。

ちなみに、当中間連結会計期間の売上高は21,096百万円でありましたが、前中間連結会計期間の売上高は

20,952百万円、前連結会計年度における売上高は40,163百万円であります。
 

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

（海運業）

当上半期における旅客部門の輸送実績はすべての航路において前年同期の輸送人数を上回りましたが、緊急事

態宣言の影響が長期化したことにより旅行需要が低迷したまま推移いたしました。乗用車部門も同様の実績にと

どまり、例年に比べると大幅に減少したまま上半期を終えました。片や、貨物車部門の実績は、北海道と舞鶴、

敦賀を結ぶ各航路は、７月から８月にかけて北海道の高温少雨の影響により農産品の輸送が減少しましたが、車

両部品等が増加し、前年同期と同水準の輸送量となりました。一方、北海道と新潟間の二航路は、冷凍食品や建

材、鋼材の輸送需要が堅調に推移したため前年同期の輸送量を上回りました。

また、クルーズ客船部門は、緊急事態宣言に伴う行動制限により集客状況は悪く、８月のクルーズ二企画の催

行にとどまりました。

以上の結果、当部門の売上高は主に当期より「収益認識に関する会計基準」が適用されたことにより12,049百

万円(前年同期比7.7％減)となりました。伴って営業費用も会計基準の変更等により減少し、営業利益は1,789百

万円(同78.2％増)となりました。
 

（貨物運送事業）

定期航路を利用した当部門は車両を積極的に拡充し、顧客のニーズに応え、売上高は8,370百万円(前年同期比

15.4％増)となりました。しかしながら、燃料油価格の大幅な高騰により、営業利益は40百万円(同86.2％減)と

なりました。
 

（石油製品販売業）

船舶燃料等を販売している当部門の売上高は9百万円(前年同期比94.6％減)、営業損失は2百万円(前年同期は

営業損失１百万円)となりました。
 

（ホテル業）

オーセントホテル小樽及び楽 水山の経営を行っている当部門は新型コロナウイルス感染症の影響が続き、売

上高は311百万円(前年同期比104.9％増)、営業損失は380百万円(前年同期は営業損失299百万円)となりました。
 

（その他）

不動産賃貸業等の売上高は355百万円(前年同期比10.3％増)、営業利益は31百万円(同1,493.2％増)となりまし

た。
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財政状態については、当中間連結会計期間の資産の部は103,123百万円と前連結会計年度末に比べ9,259百万円

増加しております。これは主に、有形固定資産の取得による増加であります。当中間連結会計期間の負債の部は

91,853百万円と前連結会計年度末に比べ8,469百万円増加しております。これは主に短期借入及び長期借入金の増

加であります。当中間連結会計期間の純資産の部は11,270百万円と前連結会計年度末に比べ790百万円増加してお

ります。これは主に親会社株主に帰属する中間純利益の計上による利益剰余金の増加及び繰延ヘッジ損益の変動

によるものであります。

セグメントごとの財政状態は次のとおりであります。

（海運業）

当中間連結会計期間のセグメント資産は79,040百万円（前連結会計年度末75,773百万円）となりました。前連

結会計年度末と比較して増加した主な内容は、当初から計画していた船舶建造への投資によるものであります。

（貨物運送事業）

当中間連結会計期間のセグメント資産は14,065百万円（前連結会計年度末9,014百万円）となりました。前連結

会計年度末と比較して増加した主な内容は、連結子会社の増加に伴う資産の増加によるものであります。

（石油製品販売業）

当中間連結会計期間のセグメント資産は2,246百万円（前連結会計年度末1,125百万円）となりました。前連結

会計年度末と比較して増加した主な内容は、原油価格の高騰によるものであります。

（ホテル業）

当中間連結会計期間のセグメント資産は5,390百万円（前連結会計年度末5,736百万円）となりました。前連結

会計年度末と比較して減少した主な内容は、減価償却による固定資産の減少によるものであります。

（その他）

当中間連結会計期間のセグメント資産は2,925百万円（前連結会計年度末2,885百万円）となりました。前連結

会計年度末と比較して増加した主な内容は、倉庫改造への投資によるものであります。

 
② キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は2,978百万円となり、前連結会計

年度末残高2,365百万円に比べ613百万円増加いたしました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は、税金等調整前中間純利益901百万円、減価償却費2,758百万円等により

1,839百万円(前年同期比36.9％減)となりました。これは、経営成績の状況に記載のとおり税金等調整前中間

純利益の減少の影響及び通常の営業活動に伴う資産負債等の増減によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は6,835百万円(前年同期は10,198百万円)となりました。これは主に、当初か

ら計画していた船舶建造のための投資によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果獲得した資金は5,605百万円(前年同期は6,463百万円)となりました。これは主に、長期借入

れによる収入によるものであります。
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③生産、受注及び販売の状況

販売実績

当中間連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称
当中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

前年同期比(％)

海運業(百万円) 12,049 92.3

貨物運送事業(百万円) 8,370 115.4

石油製品販売業(百万円) 9 5.4

ホテル業(百万円) 311 204.9

報告セグメント計(百万円) 20,741 100.5

その他(百万円) 355 110.3

合計(百万円) 21,096 100.7
 

(注) １．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10を超える相手先は該当ありません。

３．当社グループの販売実績には季節的変動があります。
 

（2）経営者の視点による経営成績の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。

なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 
① 当中間連結会計期間の財政状態及び経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

当社グループの当中間連結会計期間の財政状態及び経営成績等は、「(1) 経営成績等の状況の概要 ① 経営成績

及び財政状態の状況」に記載したとおりであります。

 
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当社グループの当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの分析は、「(1) 経営成績等の状況の概要 ② キャッ

シュ・フローの状況」に記載したとおりであります。

 当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、輸送等に関連する運転資金および船舶や運送車両等の

設備投資資金を自己資金または金融機関からの借入による調達を行うこととしているほか、貨物運送事業における

車両に関しましてはリース等を活用しております。

　借入等の資金調達にあたっては、安定的な資金調達と資金調達コストの低減の両立を目指して交渉することとし

ております。当中間連結会計期間においては、船舶等取得のため、長期借入金により資金を調達いたしました。

　なお、当中間連結会計期間末における借入金およびリース債務等の有利子負債の残高は76,133百万円となってお

り、当中間連結会計期間における現金および現金同等物の残高は2,978百万円となっております。

 
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成してお

ります。この連結財務諸表を作成するにあたり重要となる事項については「第５　経理の状況　１　中間連結財務

諸表等　(1）中間連結財務諸表　注記事項　中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載してお

ります。将来の見通しに関する記述については、現在入手可能な情報や過去の実績等に基づき合理的に作成してい

ますが、実際の業績・結果は見積りと異なる場合があります。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状

況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

なお、新型コロナウイルス感染症については、「第５　経理の状況　１　中間連結財務諸表等　(1)中間連結財務

諸表　注記事項」の（追加情報）に記載しております。
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４ 【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

５ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

　当中間連結会計期間に以下の設備を取得いたしました。

事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(百万円) 従業員数(名)

それいゆ 海運業 船舶 11,447 35
 

 

２ 【設備の新設、除却等の計画】

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。

また、１.「主要な設備の状況」（１）のとおり、提出会社において前連結会計年度末に計画中であった「提出会

社」におけるカーフェリー１隻の新設計画については、2021年６月に完了いたしました。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 4,000,000

計 4,000,000
 

 

② 【発行済株式】
 

種類
中間会計期間末現在発行
数(株)

(2021年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2021年12月20日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 3,900,000 3,900,000 非上場
単元株式数100株

(注)

計 3,900,000 3,900,000 ― ―
 

(注) 当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨定款に定めております。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

　

年月日
発行済株式総
数増減数

(千株)

発行済株式総
数残高

(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金増
減額

(百万円)

資本準備金残
高

(百万円)

2021年４月１日～
2021年９月30日

― 3,900 ― 1,950 ― ―
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(5) 【大株主の状況】

  2021年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式(自
己 株 式 を 除
く。)の総数に
対する所有株式
数の割合(％)

関光汽船株式会社 山口県下関市竹崎町４丁目６番８号 450 11.53

日本郵船株式会社 東京都千代田区丸ノ内２丁目３番２号 390 10.00

株式会社ＳＨＫライン 大阪市北区梅田２丁目５番25号 344 8.84

阪九フェリー株式会社 神戸市東灘区向洋町東３丁目２番１号 300 7.69

損害保険ジャパン株式会社 東京都新宿区西新宿１丁目26番１号 252 6.46

新門司フェリーサービス株式会社 北九州市門司区新門司北１丁目１番 180 4.61

新日本海フェリー株式会社　　　
社員持株会

大阪市北区梅田２丁目５番25号 159 4.09

三連企業株式会社 大阪市北区梅田２丁目５番25号 153 3.92

あいおいニッセイ同和損害保険　
株式会社

東京都渋谷区恵比寿１丁目28番１号 151 3.87

入谷 泰生 兵庫県西宮市 120 3.07

計 ― 2,500 64.11
 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2021年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式(相互保有株式)

― ―
165,200

完全議決権株式(その他) 普通株式 3,732,900
 

37,329 ―

単元未満株式 普通株式 1,900
 

― ―

発行済株式総数 3,900,000 ― ―

総株主の議決権 ― 37,329 ―
 

 

② 【自己株式等】

    2021年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（相互保有株式）
協和リアルエステート 
株式会社

大阪府大阪市北区梅田
２丁目５番25号

80,800 ― 80,800 2.07

（相互保有株式）
株式会社ヴィーナス   
トラベル

大阪府大阪市北区梅田
２丁目５番25号

84,400 ― 84,400 2.16

計 ― 165,200 ― 165,200 4.23
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２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令

第24号)及び「海運企業財務諸表準則」(昭和29年９月30日運輸省告示第431号)に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)

及び「海運企業財務諸表準則」(昭和29年９月30日運輸省告示第431号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(2021年４月１日から2021年９月30

日まで)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(2021年４月１日から2021年９月30日まで)の中間財務諸表について、

ネクサス監査法人による中間監査を受けております。
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１ 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

① 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

           (単位：百万円)

          前中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 ※1  20,952 ※1  21,096

売上原価 ※1  18,121 ※1  17,920

売上総利益 2,830 3,175

販売費及び一般管理費 ※1,※2  1,811 ※1,※2  1,679

営業利益 1,018 1,496

営業外収益   

 受取利息 6 18

 受取配当金 22 11

 助成金収入 ※3  94 ※3  110

 補助金収入 139 515

 その他営業外収益 50 77

 営業外収益合計 313 733

営業外費用   

 支払利息 311 480

 持分法による投資損失 9 230

 抵当権設定費用 11 107

 その他営業外費用 58 99

 営業外費用合計 390 919

経常利益 942 1,310

特別利益   

 助成金収入 ※3  141 ※3  82

 固定資産売却益 10 21

 その他特別利益 2 9

 特別利益合計 154 114

特別損失   

 新型コロナウイルス感染症による損失 ※3  535 ※3  523

 その他特別損失 14 0

 特別損失合計 549 524

税金等調整前中間純利益 547 901

法人税、住民税及び事業税 362 274

法人税等調整額 △87 203

法人税等合計 274 477

中間純利益 273 423

非支配株主に帰属する中間純利益 17 14

親会社株主に帰属する中間純利益 255 408
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【中間連結包括利益計算書】

           (単位：百万円)

          前中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

中間純利益 273 423

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 2 1

 繰延ヘッジ損益 159 355

 為替換算調整勘定 △19 68

 退職給付に係る調整額 35 17

 その他の包括利益合計 178 442

中間包括利益 451 865

（内訳）   

 親会社株主に係る中間包括利益 424 838

 非支配株主に係る中間包括利益 27 27
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② 【中間連結株主資本等変動計算書】

 前中間連結会計期間(自 2020年４月１日　至 2020年９月30日)

 
 (単位：百万円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 1,950 ― 9,667 11,617

会計方針の変更によ

る累積的影響額
    

会計方針の変更を反映

した当期首残高
1,950 ― 9,667 11,617

当中間期変動額     

剰余金の配当   △97 △97

親会社株主に帰属す

る中間純利益
  255 255

株主資本以外の項目

の当中間期変動額

（純額）

    

当中間期変動額合計 ― ― 157 157

当中間期末残高 1,950 ― 9,825 11,775
 

 

 

その他の包括利益累計額

非支配株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

退職給付

に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 △0 △389 △333 △46 △418 △1,188 638 11,067

会計方針の変更によ

る累積的影響額
        

会計方針の変更を反映

した当期首残高
△0 △389 △333 △46 △418 △1,188 638 11,067

当中間期変動額         

剰余金の配当        △97

親会社株主に帰属す

る中間純利益
       255

株主資本以外の項目

の当中間期変動額

（純額）

2 156 ― △24 34 169 27 196

当中間期変動額合計 2 156 ― △24 34 169 27 354

当中間期末残高 2 △232 △333 △70 △383 △1,019 665 11,421
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 当中間連結会計期間(自 2021年４月１日　至 2021年９月30日)

 
 (単位：百万円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 1,950 39 8,003 9,993

会計方針の変更によ

る累積的影響額
  △56 △56

会計方針の変更を反映

した当期首残高
1,950 39 7,946 9,936

当中間期変動額     

剰余金の配当   ― ―

親会社株主に帰属す

る中間純利益
  408 408

株主資本以外の項目

の当中間期変動額

（純額）

    

当中間期変動額合計 ― ― 408 408

当中間期末残高 1,950 39 8,355 10,345
 

 

 

その他の包括利益累計額

非支配株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

退職給付

に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 7 489 △333 △43 △283 △163 650 10,480

会計方針の変更によ

る累積的影響額
       △56

会計方針の変更を反映

した当期首残高
7 489 △333 △43 △283 △163 650 10,423

当中間期変動額         

剰余金の配当        ―

親会社株主に帰属す

る中間純利益
       408

株主資本以外の項目

の当中間期変動額

（純額）

0 353 ― 40 15 410 27 437

当中間期変動額合計 0 353 ― 40 15 410 27 846

当中間期末残高 8 842 △333 △2 △267 247 677 11,270
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③ 【中間連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当中間連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,365 2,978

  受取手形及び営業未収金 3,238 5,592

  貯蔵品 885 948

  その他流動資産 2,143 2,918

  貸倒引当金 △20 △39

  流動資産合計 8,612 12,399

 固定資産   

  有形固定資産   

   船舶（純額） ※3,※4  52,337 ※3,※4  62,614

   建物及び構築物（純額） ※3,※4  10,645 ※3,※4  11,784

   土地 ※3  5,189 ※3  5,566

   建設仮勘定 ※3  7,576 13

   その他有形固定資産（純額） ※4  4,646 ※4  5,377

   有形固定資産合計 ※1  80,394 ※1  85,356

  無形固定資産 479 807

  投資その他の資産 ※2  4,376 ※2  4,559

  固定資産合計 85,251 90,723

 繰延資産   

  繰延資産 ― 0

 資産合計 93,863 103,123

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び営業未払金 5,535 6,344

  短期借入金 ※3  11,745 ※3  15,749

  リース債務 949 1,026

  未払法人税等 264 335

  賞与引当金 445 316

  その他流動負債 4,322 3,072

  流動負債合計 23,262 26,844

 固定負債   

  社債 50 297

  長期借入金 ※3  52,342 ※3  56,289

  リース債務 2,525 2,647

  特別修繕引当金 159 172

  役員退職慰労引当金 259 667

  退職給付に係る負債 4,290 4,307

  その他固定負債 493 627

  固定負債合計 60,121 65,008

 負債合計 83,383 91,853
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当中間連結会計期間
(2021年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,950 1,950

  資本剰余金 39 39

  利益剰余金 8,003 8,355

  株主資本合計 9,993 10,345

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 7 8

  繰延ヘッジ損益 489 842

  土地再評価差額金 △333 △333

  為替換算調整勘定 △43 △2

  退職給付に係る調整累計額 △283 △267

  その他の包括利益累計額合計 △163 247

 非支配株主持分 650 677

 純資産合計 10,480 11,270

負債純資産合計 93,863 103,123
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前中間連結会計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前中間純利益 547 901

 減価償却費 2,755 2,758

 のれん償却額 11 16

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 31 19

 特別修繕引当金の増減額（△は減少） 15 12

 賞与引当金の増減額（△は減少） △31 △128

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11 407

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 53 16

 受取利息及び受取配当金 △29 △30

 支払利息 311 480

 持分法による投資損益（△は益） 9 230

 有形固定資産売却損益（△は益） △9 △21

 補助金収入 △139 △515

 助成金収入 △236 △193

 新型コロナウイルス感染症による損失 535 523

 売上債権の増減額（△は増加） △1,313 △2,354

 貯蔵品の増減額（△は増加） 297 △63

 仕入債務の増減額（△は減少） △342 809

 未払金の増減額（△は減少） △53 323

 未払消費税等の増減額（△は減少） 528 △107

 未収消費税等の増減額（△は増加） 10 358

 その他 375 △1,211

 小計 3,338 2,231

 利息及び配当金の受取額 37 36

 利息の支払額 △320 △484

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △86 △213

 助成金の受取額 188 230

 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 △380 △476

 補助金の受取額 139 515

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,915 1,839

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 長期貸付けによる支出 △6 ―

 長期貸付金の回収による収入 ― 0

 有形固定資産の取得による支出 △10,168 △7,283

 有形固定資産の売却による収入 41 24

 投資有価証券の取得による支出 △15 ―

 投資有価証券の売却による収入 3 52

 
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

― 335

 その他 △53 35

 投資活動によるキャッシュ・フロー △10,198 △6,835
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           (単位：百万円)

          前中間連結会計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 9,020 12,920

 短期借入金の返済による支出 △6,520 △10,380

 長期借入れによる収入 8,990 8,799

 長期借入金の返済による支出 △4,380 △5,098

 配当金の支払額 △97 ―

 その他 △548 △635

 財務活動によるキャッシュ・フロー 6,463 5,605

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △821 613

現金及び現金同等物の期首残高 3,559 2,365

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※  2,737 ※  2,978
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【注記事項】

(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 13社

主要な連結子会社名

新協和商事㈱、新日本海サービス㈱、マリネックス㈱、協和ロジスティクス㈱、日本クルーズ客船㈱、ノーザン

トランスポートサービス㈱、マリネックストランスポートサービス㈱、シートランス㈱、万利寧（南通）国際物

流有限公司、オーセントホテルズ㈱、北海サンユー㈱、UTOPIA SHIPPING,S.A.、㈱ロードリーム

　㈱ロードリームは、2021年８月２日の株式取得に伴い、当中間連結会計期間より連結子会社となりました。な

お、みなし取得日を2021年７月31日としているため、当中間連結会計期間は2021年８月１日から2021年９月30日

の２ヶ月間を連結しております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社 ㈱エス．エッチ．ケイ総合案内所他

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
　

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結子会社数

該当ありません。

(2) 持分法適用の関連会社数

2社

会社等の名称

蘇州下関フェリー㈱、東京九州フェリー㈱

なお、東京九州フェリー㈱については、重要性が増したため、当中間連結会計期間より持分法適用の範囲に含

めております。

(3) 持分法を適用していない非連結子会社(㈱エス．エッチ．ケイ総合案内所他)及び関連会社(㈱ヴィーナストラベル

他)は、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中

間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外し

ております。
　

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社の中間決算日が中間連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

会社名 中間決算日

万利寧（南通）国際物流有限公司 ６月30日
 

なお、中間連結財務諸表の作成に当たっては連結子会社の中間決算日現在の中間財務諸表を使用しております。

ただし、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
　
４．会計方針に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

② デリバティブ

時価法を採用しております。

③ 棚卸資産

移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用して

おります。
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(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

ａ．船舶

定額法を採用しております。

なお、経済的見積耐用年数は20年であります。

ｂ．その他の有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物     ２～60年

機械装置及び運搬具 ２～17年

また、少額資産(取得価額10万円以上20万円未満のもの)については均等償却(耐用年数３年)しております。

② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法(耐用年数３～45年)を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づいており、のれんにつ

いてはその効果の及ぶ期間(10年)に基づいております。

③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残価保証額を残存価額とする定額法によっております。

④ 長期前払費用

均等償却(耐用年数５～50年)しております。

(3)重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上して

おります。

③ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく中間期末要支給額を計上しております。

④ 特別修繕引当金

５年毎に実施する船舶の定期検査に要する費用の支出に備えるため、将来の修繕見込額に基づいて計上してお

ります。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

期間定額基準によっております。

②　数理計算上の差異

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

(5)重要な収益及び費用の計上基準

① 海運業

通常、短期間に運送役務の提供が終了するため、原則として役務提供完了時に収益を認識しております。

② 貨物運送事業

運送役務の提供が完了した時点で収益を認識しております。

③ 石油製品販売業

顧客への財又はサービスの提供における役割からみて代理人取引に該当する取引については、純額で収益を認

識しております。

④ ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっております。
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(6)重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては

特例処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。

ａ．ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…燃料輸入による外貨建買入債務及び予定取引

ｂ．ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

ｃ．ヘッジ手段…通貨スワップ

ヘッジ対象…為替レートに連動する買入債務及び予定取引

ｄ．ヘッジ手段…円建オイルスワップ

ヘッジ対象…原油価格に連動する買入債務及び予定取引

③ ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する権限規定及び取引限度額等を定めた内部規定に基づき、ヘッジ対象に係る原油価格

変動リスク、為替相場変動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は

相場変動を半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、特例

処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

(7)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な現金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(8)その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項

①消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

②支払利息の会計処理

原則として発生時の費用処理としておりますが、船舶の建造は長期かつ巨額な設備投資であるため、建造工事に

要する借入金の建造期間中の利息については、当該資産の取得価額に算入しております。

なお、当中間連結会計期間の算入金額は22百万円となっております。

　

EDINET提出書類

新日本海フェリー株式会社(E04262)

半期報告書

25/61



 

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等

を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は

サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。

(1)「海運業」については、通常、短期間に運送役務の提供が完了するため、従来は乗船日基準を適用しておりま

したが、役務提供の完了時に収益を認識することにいたしました。

(2)「貨物運送事業」の一部の取引については、通常、短期間に運送役務の提供が完了するため、従来は貨物集荷

時に収益を認識しておりましたが、役務提供の完了時に収益を認識することにいたしました。

(3)「石油製品販売業」については、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供

における役割からみて代理人取引に該当する取引については、純額で収益を認識する方法に変更いたしまし

た。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間連結会計期

間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当中間連結会計期間の売上高は3,569百万円減少し、売上原価は3,439百万円減少し、営業利益、経常

利益及び税金当調整前中間純利益はそれぞれ130百万円減少しております。

当中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書は、税金等調整前中間純利益は130百万円減少してお

ります。

また、利益剰余金の当期首残高は56百万円減少しております。

１株当たり純資産額及び１株当たり中間純利益はそれぞれ33.41円減少しております。

前連結会計年度の連結貸借対照表については、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、

当中間連結会計期間に係る比較情報について新たな表示方法により組替えを行っておりません。

また、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当中間連

結会計期間に係る比較情報については記載しておりません。

 
(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定

める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、中間連結財務諸表に与える影響はあ

りません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこと

としました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（令和

２年３月６日内閣府令第９号）附則第６条第２項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年

度に係るものについては記載しておりません。

 
(表示方法の変更)

 (中間連結損益計算書)

前中間連結会計期間において、「営業外費用」の「その他営業外費用」に含めていた「持分法による投資損

失」及び「抵当権設定費用」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間より独立掲記

することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組

替えを行っております。

この結果、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「その他営業

外費用」78百万円は、「持分法による投資損失」9百万円、「抵当権設定費用」11百万円、「その他営業外収益」

58百万円として組み替えております。

 

前中間連結会計期間において、「特別利益」の「その他特別利益」に含めていた「固定資産売却益」は、特別

利益の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間より独立掲記することとし、独立掲記しておりました

「特別利益」の「補助金収入」は、特別利益の総額の100分の10以下となったため、当中間連結会計期間より「そ
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の他特別利益」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間

連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において、「特別利益」に表示していた「その他特別利

益」12百万円は、「固定資産売却益」10百万円、「その他特別利益」２百万円として組み替えております。
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(会計上の見積りの変更)

(耐用年数の変更)

東京九州フェリー株式会社にて当上期中に開業した新航路の使用船舶として、当社は新船2隻を傭船に出しており

ます。従来、船舶のうち定期船の耐用年数は15年を採用しておりましたが、この大規模投資を契機に、既存船舶の

使用実績、船舶の更新投資の方針等を再検討した結果、当中間連結会計期間より20年に見直し、将来にわたり変更

しております。

この変更により従来の方法に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益はそれぞれ732百万円増加

しております。

なお、セグメントに与える影響については、セグメント情報等に記載しております。

 

(追加情報)

１．新型コロナウイルス感染症に関する事項

当中間連結会計期間において、前連結事業年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広が

り方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

 
２．財務制限条項に関する事項

当社グループの金融機関からの借入金の一部には、財務制限条項が付されており、その財務制限条項に抵触し、当該

借入金の弁済を求められた場合、期限の利益を喪失し当社グループの財政状態に重要な影響を及ぼす可能性がありま

す。
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(中間連結損益計算書関係)

※１ 当社グループは、通常の営業の形態として、上半期に比べ下半期の売上高は減少し、営業費用は増加するため、

連結会計年度の上半期の売上高(又は営業費用)と下半期の売上高(又は営業費用)との間に著しい相違があり、上半

期と下半期の業績に季節的変動があります。

 
※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 
前中間連結会計期間

(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

従業員給与 796百万円 710百万円

厚生費 223 205 

賞与引当金繰入額 144 92 

退職給付費用 54 47 

役員退職慰労引当金繰入額 11 10 

貸倒引当金繰入額 5 4 

減価償却費 69 85 
 

 
※３　新型コロナウイルス感染症に関する事項

前中間連結会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、政府・自治体からの各種要請等を踏まえ、当社グループのクルーズ客船

の運航を中止しておりました。このため、運航中止期間中に発生した固定費等535百万円を「新型コロナウイルス感

染症による損失」として特別損失に計上しております。また、雇用調整助成金の特例措置の適用を受けた金額236百

万円のうち、特別損失に対応した金額141百万円については特別利益の「助成金収入」に計上し、94百万円について

は営業外収益の「助成金収入」に計上しております。

 

当中間連結会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、政府・自治体からの各種要請等を踏まえ、当社グループのクルーズ客船

の運航を中止しておりました。このため、運航中止期間中に発生した固定費等523百万円を「新型コロナウイルス感

染症による損失」として特別損失に計上しております。また、雇用調整助成金の特例措置の適用を受けた金額193百

万円のうち、特別損失に対応した金額82百万円については特別利益の「助成金収入」に計上し、110百万円について

は営業外収益の「助成金収入」に計上しております。
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首
株式数(千株)

当中間連結会計期間
増加株式数(千株)

当中間連結会計期間
減少株式数(千株)

当中間連結会計期間
末株式数(千株)

発行済株式     

普通株式 3,900 ― ― 3,900

合計 3,900 ― ― 3,900

自己株式     

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―
 

(注) 当社は普通株式のみを発行しております。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

配当金支払額

2020年６月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

(1)配当金の総額               97百万円

(2)１株当たりの配当額             25円

(3)基準日             　2020年３月31日

(4)効力発生日     　   2020年６月30日

 
当中間連結会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首
株式数(千株)

当中間連結会計期間
増加株式数(千株)

当中間連結会計期間
減少株式数(千株)

当中間連結会計期間
末株式数(千株)

発行済株式     

普通株式 3,900 ― ― 3,900

合計 3,900 ― ― 3,900

自己株式     

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―
 

(注) 当社は普通株式のみを発行しております。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

該当事項はありません。
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(中間連結貸借対照表関係)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額
　

前連結会計年度
(2021年３月31日)

 
当中間連結会計期間
(2021年９月30日)

73,384百万円  77,705百万円
 

 
※２ 投資その他の資産の貸倒引当金

　

前連結会計年度　
(2021年３月31日)

 
当中間連結会計期間
(2021年９月30日)

△116百万円  △117 百万円
 

 
※３ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。
　

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当中間連結会計期間
(2021年９月30日)

船舶 51,252百万円 61,548百万円

建物及び構築物 4,804 4,698 

土地 2,123 2,123 

建設仮勘定 7,576 ― 

計 65,756 68,370 
 

 
担保付債務は、次のとおりであります。

　

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当中間連結会計期間
(2021年９月30日)

短期借入金 6,459百万円 7,311百万円

長期借入金 44,122 46,395 

計 50,582 53,707 
 

 
※４ 圧縮記帳

国庫等補助金受入による圧縮記帳累計額は、次のとおりであります。
　

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当中間連結会計期間
(2021年９月30日)

船舶 572百万円 572百万円

建物及び構築物 22 22 

その他有形固定資産 120 110 

計 715 705 
 

 
５ 偶発債務

取引先等の金融機関等からの借入金に対する連帯保証は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当中間連結会計期間
(2021年９月30日)

高速マリン・トランスポート㈱ 339百万円 307百万円
 

 
６ 受取手形割引高

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当中間連結会計期間
(2021年９月30日)

受取手形割引高 9百万円 ―百万円
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりで

あります。
　

 
前中間連結会計期間

(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

現金及び預金勘定 2,737百万円 2,978百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 ― ― 

現金及び現金同等物 2,737 2,978 
 

 

 
(リース取引関係)

１．ファイナンス・リース取引

(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

有形固定資産

主として、貨物運送事業における車両設備(機械装置及び運搬具)であります。

 
(2) リース資産の減価償却の方法

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の

減価償却の方法」に記載のとおりであります。

 

２．オペレーティング・リース取引

(借主側)

　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当中間連結会計期間
(2021年９月30日)

１年内 31百万円 61百万円

１年超 96 180 

合計 128 241 
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(金融商品関係)

１．金融商品の時価等に関する事項

中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
　

前連結会計年度(2021年３月31日)
　

 
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額

(百万円)

(1) 投資有価証券 58 58 ―

(2) 長期貸付金 909   

貸倒引当金（＊１） △105   

 803 803 ―

資産計 861 861 ―

(1) 社債 100 100 0

(2) リース債務(１年内返済予定を含む) 3,475 3,475 ―

(3) 長期借入金(１年内返済予定を含む) 62,247 62,378 130

負債計 65,822 65,954 131

デリバティブ取引(＊２) 708 708 ―
 

(＊１) 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(＊２) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(＊３)　以下の注記は省略しております。

・現金並びに短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する現金及び預金、受取手形及び営業未収金、

営業未払金、短期借入金及び未払法人税等

(＊４)　以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1) 投資

有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 前連結会計年度（百万円）

非上場株式 521

子会社株式及び関連会社株式 660
 

 
　

当中間連結会計期間(2021年９月30日)
　

 
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

(1) 投資有価証券 59 59 ―

(2) 長期貸付金 933   

貸倒引当金（＊１） △106   

 826 826 ―

資産計 886 886 ―

(1) 社債 297 298 0

(2) リース債務(１年内返済予定を含む) 3,673 3,673 ―

(3) 長期借入金(１年内返済予定を含む) 67,581 67,731 150

負債計 71,552 71,703 151

デリバティブ取引(＊２) 1,223 1,223 ―
 

(＊１) 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(＊２) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(＊３)　以下の注記は省略しております。

・現金並びに短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する現金及び預金、受取手形及び営業未収金、

営業未払金、短期借入金及び未払法人税等

(＊４)　市場価格のない株式等は、「(1) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中間連結貸借対

照表計上額は以下のとおりであります。

区分 当中間連結会計期間（百万円）

非上場株式 521

子会社株式及び関連会社株式 560
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２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類して

おります。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の

対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るイ

ンプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ

ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 
(1) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品

当中間連結会計期間(2021年９月30日)

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     
株式 59 － － 59

資産計 59 － － 59
 

 
(2) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当中間連結会計期間(2021年９月30日)

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期貸付金 －  －  
貸倒引当金（＊１） －  －  

資産計 － 826 － 826

社債 － 298 － 298

リース債務(１年内返済予定を含む) － 3,673 － 3,673

長期借入金(１年内返済予定を含む) － 67,731 － 67,731

負債計 － 71,703 － 71,703

デリバティブ取引 － 1,223 － 1,223
 

(＊１) 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
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（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

投資有価証券は相場価格を用いて評価しております。株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル

１の時価に分類しております。

 
長期貸付金

長期貸付金の時価については、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定

する方法によっており、レベル２の時価に分類しておりますが、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額

によっております。なお、中間連結（連結）貸借対照表の長期貸付金は持分法適用に伴う投資損失を直接減額してお

ります。

 
社債

社債については、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値によ

り算定する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。

 
リース債務

リース債務の時価については、支払利子込み法を採用しているものを除き、同様の新規案件のリース取引を行った

場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。

 
長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定

する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理

の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計を、同様の借入を行った場合に適用さ

れる合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。

 
デリバティブ取引

 デリバティブ取引の時価については、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の

時価に分類しております。
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(有価証券関係)

１．その他有価証券

前連結会計年度(2021年３月31日)
　

 種類
連結貸借対照表
計上額(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

(1) 株式 56 45 11

(2) 債券    

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 56 45 11

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

(1) 株式 2 2 △0

(2) 債券   ―

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 2 2 △0

合計 58 47 11
 

 

当中間連結会計期間(2021年９月30日)
　

 種類
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

中間連結貸借対照表計
上額が取得原価を超え
るもの

(1) 株式 57 44 13

(2) 債券    

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 57 44 13

中間連結貸借対照表計
上額が取得原価を超え
ないもの

(1) 株式 2 3 △0

(2) 債券    

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 2 3 △0

合計 59 47 12
 

 

２．減損処理を行った有価証券

前連結会計年度(2021年３月31日)

該当事項はありません。

当中間連結会計期間(2021年９月30日)

該当事項はありません。
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(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の金額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

 

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

 

(企業結合等関係)

金額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

 

(資産除去債務関係)

資産除去債務の金額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

 

(賃貸等不動産関係)

賃貸等不動産の金額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

 

(収益認識関係)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

 
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項（中間連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項）」に記載のとおりであります。

 
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間連結会計

期間末において存在する顧客との契約から当中間連結会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時

期に関する情報

 
(1) 契約資産及び契約負債の残高等

 (単位：百万円)

 
当中間連結会計期間
(2021年９月30日)

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 3,238

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 5,592

契約負債（期首残高） 74

契約負債（期末残高） 187
 

契約負債は、主に運送役務の提供前に顧客から受領した前受金に関するものであり、収益の認識に伴い取り崩され

ます。

 
(2) 残存履行義務に配分した取引価格

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。

当社グループは、経済的特徴の類似性などを考慮のうえ、「海運業」、「貨物運送事業」、「石油製

品販売業」、「ホテル業」の４区分を報告セグメントとしております。

「海運業」は、国内フェリー事業、客船事業等を行っております。「貨物運送事業」は、貨物運送利

用事業、一般貨物自動車運送事業を行っております。「石油製品販売業」は、船舶燃料油等の販売事業

を行っております。「ホテル業」は、オーセントホテル小樽(北海道小樽市)及び楽 水山（北海道虻田

郡）のホテル事業を行っております。

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益又は損失は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は一般取引条件に基づいております。

 
（会計方針の変更）に記載のとおり、当中間連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、

収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変

更しております。当該変更により、従来の方法に比べて、当中間連結会計期間の「海運業」の売上高が

2,539百万円減少、セグメント利益が83百万円減少し、「貨物運送事業」の売上高が56百万円減少、セグ

メント利益が45百万円減少しております。「石油製品販売業」の売上高は972百万円減少しております

が、セグメント利益には影響はありません。また、「ホテル業」の売上高とセグメント利益はそれぞれ

１百万円減少しております。
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

前中間連結会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

      (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他

(注)１
合計

調整額

(注)２

中間連結

財務諸表

計上額

(注)３
海運業
(注４)

貨物

運送事業

石油製品

販売業
ホテル業 計

売上高          

外部顧客への売上高 13,051 7,254 172 152 20,630 322 20,952 ― 20,952

セグメント間の内部

売上高又は振替高
4,388 18 4,194 5 8,607 16 8,623 △8,623 ―

計 17,440 7,273 4,366 157 29,237 338 29,576 △8,623 20,952

セグメント利益又は損失（△） 1,003 296 △1 △299 999 1 1,001 17 1,018

セグメント資産 67,747 9,333 1,109 3,446 81,636 2,385 84,022 △1,329 82,692

その他の項目          

減価償却費 2,171 464 18 37 2,691 64 2,756 △1 2,755

有形固定資産及び

無形固定資産の増加額
7,850 874 58 30 8,813 4 8,817 ― 8,817

 

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業、倉庫業等

を含んでおります。

２．調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失の調整額17百万円は、セグメント間取引消去28百万円、のれん償却額△11百

万円であります。

(2) セグメント資産の調整額△1,329百万円は、主に現金及び預金、投資有価証券などの全社資産3,640百

万円と、セグメント間の債権消去△4,970百万円であります。

(3) 減価償却費の調整額△１百万円は、評価差額の実現によるものであります。

３．セグメント利益又は損失は、中間連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

４．クルーズ客船が新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、政府・自治体からの各種要請等により運航

停止した期間中に発生した固定費等535百万円を特別損失に振替えて表示しております。
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４．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報並びに収益の

分解情報

当中間連結会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

      (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他

(注)１
合計

調整額

(注)２

中間連結

財務諸表

計上額

(注)３
海運業
(注４)

貨物

運送事業

石油製品

販売業
ホテル業 計

売上高          

外部顧客への売上高 12,049 8,370 9 311 20,741 355 21,096 ― 21,096

セグメント間の内部

売上高又は振替高
2,956 5 42 3 3,007 70 3,078 △3,078 ―

計 15,006 8,375 51 315 23,749 426 24,175 △3,078 21,096

セグメント利益又は損失（△） 1,789 40 △2 △380 1,447 31 1,478 17 1,496

セグメント資産 79,040 14,065 2,246 5,390 100,743 2,925 103,669 △545 103,123

その他の項目          

減価償却費 1,920 575 17 136 2,650 65 2,715 △0 2,714

有形固定資産及び

無形固定資産の増加額
5,810 1,050 － 28 6,888 9 6,897 ― 6,897

 

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業、倉庫業等

を含んでおります。

２．調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失の調整額17百万円は、セグメント間取引消去27百万円、のれん償却額△９百

万円であります。

(2) セグメント資産の調整額△545百万円は、主に現金及び預金、投資有価証券などの全社資産5,977百万

円と、セグメント間の債権消去△6,522百万円であります。

(3) 減価償却費の調整額△0百万円は、評価差額の実現によるものであります。

３．セグメント利益又は損失は、中間連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

４．クルーズ客船が新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、政府・自治体からの各種要請等により運航

停止した期間中に発生した固定費等523百万円を特別損失に振替えて表示しております。

 
【関連情報】

Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

 
２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略してお

ります。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え

るため、記載を省略しております。

 
３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10％以上を占める特定の顧客はおりま

せん。
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Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

 
２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略してお

ります。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え

るため、記載を省略しております。

 
３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10％以上を占める特定の顧客はおりま

せん。

 
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前中間連結会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

該当事項はありません。

 
当中間連結会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

該当事項はありません。

 
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前中間連結会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

     (単位：百万円)

 

報告セグメント

その他 全社・消去 合計

海運業 貨物運送事業 石油製品販売業 ホテル業 計

当中間期
償却額

― 11 ― ― 11 ― ― 11

当中間期
末残高

― 190 ― ― 190 ― ― 190
 

 
当中間連結会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

     (単位：百万円)

 

報告セグメント

その他 全社・消去 合計

海運業 貨物運送事業 石油製品販売業 ホテル業 計

当中間期
償却額

― 16 ― ― 16 ― ― 16

当中間期
末残高

― 486 ― ― 486 ― ― 486
 

 
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前中間連結会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

該当事項はありません。

 
当中間連結会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

 
前中間連結会計期間

(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

１株当たり中間純利益 65.50円 104.79円

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する中間純利益(百万円) 255 408

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
中間純利益(百万円)

255 408

普通株式の期中平均株式数(千株) 3,900 3,900
 

 

１株当たり純資産及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当中間連結会計期間
(2021年９月30日)

１株当たり純資産額 2,520.49円 2,716.11円

(算定上の基礎)   

純資産の部の合計額(百万円) 10,480 11,270

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 650 677

(うち非支配株主持分)(百万円) (650) (677)

普通株式に係る中間期末(期末)の純資産
(百万円)

9,829 10,592

１株当たり純資産の算定に用いられた中間期末
(期末)の普通株式の数(千株)

3,900 3,900
 

 

 (注)　潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

① 【中間損益計算書】

           (単位：百万円)

          前中間会計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当中間会計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

海運業収益 ※1  16,955 ※1  14,419

海運業費用 ※1  14,586 ※1  11,474

海運業利益 2,368 2,945

その他事業収益 48 167

その他事業費用 163 197

その他事業損失 △114 △30

営業総利益 2,253 2,915

一般管理費 1,378 1,154

営業利益 875 1,760

営業外収益 ※2  229 ※2  691

営業外費用 ※3  392 ※3  602

経常利益 712 1,849

特別利益 ※4  75 ※4  56

特別損失 ※4  416 ※4  424

税引前中間純利益 371 1,481

法人税、住民税及び事業税 239 229

法人税等調整額 △120 207

法人税等合計 119 436

中間純利益 252 1,044
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② 【中間株主資本等変動計算書】

 前中間会計期間(自 2020年４月１日　至 2020年９月30日)

 
 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合

計特別償却積立

金

圧縮記帳積立

金
別途積立金

繰越利益剰余

金

当期首残高 1,950 487 1,046 564 4,500 3,467 10,066 12,016

会計方針の変更によ

る累積的影響額
        

会計方針の変更を反映

した当期首残高
        

当中間期変動額         

剰余金の配当      △97 △97 △97

特別償却積立金の取

崩
  △202   202 ― ―

圧縮記帳積立金の取

崩
   △23  23 ― ―

中間純利益      252 252 252

株主資本以外の項目

の当中間期変動額

（純額）

        

当中間期変動額合計 ― ― △202 △23 ― 380 154 154

当中間期末残高 1,950 487 844 541 4,500 3,848 10,221 12,171
 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ損

益

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 1 △377 △333 △709 11,306

会計方針の変更によ

る累積的影響額
     

会計方針の変更を反映

した当期首残高
     

当中間期変動額      

剰余金の配当     △97

特別償却積立金の取

崩
    ―

圧縮記帳積立金の取

崩
    ―

中間純利益     252

株主資本以外の項目

の当中間期変動額

（純額）

1 158 ― 159 159

当中間期変動額合計 1 158 ― 159 314

当中間期末残高 2 △218 △333 △549 11,621
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 当中間会計期間(自 2021年４月１日　至 2021年９月30日)

 
 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合

計特別償却積立

金

圧縮記帳積立

金
別途積立金

繰越利益剰余

金

当期首残高 1,950 487 641 517 4,500 2,688 8,835 10,785

会計方針の変更によ

る累積的影響額
     △48 △48 △48

会計方針の変更を反映

した当期首残高
1,950 487 641 517 4,500 2,640 8,787 10,737

当中間期変動額         

剰余金の配当         

特別償却積立金の取

崩
  △80   80 ― ―

圧縮記帳積立金の取

崩
   △23  23 ― ―

中間純利益      1,044 1,044 1,044

株主資本以外の項目

の当中間期変動額

（純額）

        

当中間期変動額合計 ― ― △80 △23 ― 1,147 1,044 1,044

当中間期末残高 1,950 487 561 494 4,500 3,788 9,831 11,781
 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ損

益

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 7 501 △333 174 10,960

会計方針の変更によ

る累積的影響額
    △48

会計方針の変更を反映

した当期首残高
7 501 △333 174 10,912

当中間期変動額      

剰余金の配当      

特別償却積立金の取

崩
    ―

圧縮記帳積立金の取

崩
    ―

中間純利益     1,044

株主資本以外の項目

の当中間期変動額

（純額）

0 352 ― 353 353

当中間期変動額合計 0 352 ― 353 1,398

当中間期末残高 8 854 △333 528 12,310
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③ 【中間貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2021年３月31日)
当中間会計期間
(2021年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,861 2,089

  海運業未収金 2,623 3,513

  その他事業未収金 3 5

  貯蔵品 653 737

  その他流動資産 2,684 ※4  3,848

  貸倒引当金 △17 △18

  流動資産合計 7,808 10,175

 固定資産   

  有形固定資産   

   船舶（純額） ※1,※3  48,826 ※1,※3  59,222

   建物（純額） ※1,※3  7,920 ※1,※3  7,814

   土地 ※1  4,185 ※1  4,185

   建設仮勘定 ※1  7,576 ―

   その他有形固定資産（純額） 2,443 2,448

   有形固定資産合計 70,953 73,672

  無形固定資産 211 229

  投資その他の資産   

   関係会社長期貸付金 5,808 5,875

   その他長期資産 5,524 5,377

   貸倒引当金 △1,532 △1,452

   投資その他の資産合計 9,800 9,800

  固定資産合計 80,965 83,702

 資産合計 88,774 93,877

負債の部   

 流動負債   

  海運業未払金 3,355 3,023

  その他事業未払金 105 10

  短期借入金 1,500 3,950

  1年内返済予定の長期借入金 ※1  9,731 ※1  11,148

  リース債務 747 814

  未払法人税等 197 279

  賞与引当金 284 175

  その他流動負債 ※4  5,350 3,005

  流動負債合計 21,271 22,407

 固定負債   

  長期借入金 ※1  51,120 ※1  53,556

  リース債務 1,913 2,082

  退職給付引当金 2,697 2,704

  役員退職慰労引当金 197 194

  特別修繕引当金 159 171

  資産除去債務 40 40

  その他固定負債 412 410

  固定負債合計 56,542 59,159

 負債合計 77,813 81,567
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2021年３月31日)
当中間会計期間
(2021年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,950 1,950

  利益剰余金   

   利益準備金 487 487

   その他利益剰余金   

    特別償却積立金 641 561

    圧縮記帳積立金 517 494

    別途積立金 4,500 4,500

    繰越利益剰余金 2,688 3,788

   利益剰余金合計 8,835 9,831

  株主資本合計 10,785 11,781

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 7 8

  繰延ヘッジ損益 501 854

  土地再評価差額金 △333 △333

  評価・換算差額等合計 174 528

 純資産合計 10,960 12,310

負債純資産合計 88,774 93,877
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) デリバティブ

時価法を採用しております。

(3) 棚卸資産

移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用してお

ります。
 

　
２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

①船舶

定額法を採用しております。

なお、経済的見積耐用年数は20年であります。

②その他の有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年

４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物、構築物                 ２～50年

機械及び装置、車両及び運搬具 ２～17年

また、少額資産(取得価額10万円以上20万円未満のもの)については均等償却(耐用年数３年)しております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法(耐用年数3～45年)を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づいております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残価保証額を残存価額とする定額法によっております。

(4) 長期前払費用

均等償却(耐用年数５～15年)しております。
 

　
３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しており

ます。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計

期間末において発生していると認められる額を計上しております。
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①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間

定額基準によっております。

②　数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく中間期末要支給額を計上しております。

(5) 特別修繕引当金

５年毎に実施する船舶の定期検査に要する費用の支出に備えるため、将来の修繕見込額に基づいて計上しており

ます。
 

　
４．収益及び費用の計上基準

(1) 海運業収益の計上基準

通常、短期間に運送役務の提供が終了するため、原則として役務提供完了時に収益を認識しております。

(2) ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっております。
 

　
５．ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特

例処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。

ａ．ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

ｂ．ヘッジ手段…通貨スワップ

ヘッジ対象…為替レートに連動する買入債務及び予定取引

ｃ．ヘッジ手段…円建オイルスワップ

ヘッジ対象…原油価格に連動する買入債務及び予定取引

(3) ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する権限規定及び取引限度額等を定めた内部規定に基づき、ヘッジ対象に係る原油価格変

動リスク、為替相場変動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相

場変動を半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、特例処理

によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
 

　
６．その他中間財務諸表作成のための重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

　　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方

　法と異なっております。

(2) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

　(3) 支払利息の会計処理

原則として発生時の費用処理としておりますが、船舶の建造は長期かつ巨額な設備投資であるため、建造工事に

要する借入金の建造期間中の利息については、当該資産の取得価額に算入しております。

なお、当中間会計期間の算入金額は22百万円となっております。
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(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該

財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、「海運業」については、通常、短期間に役務提供が完了するため、従来は乗船日基準を適用し

ておりましたが、役務提供完了時に収益を認識することにいたしました。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期

間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当中間会計期間の海運業収益は4,138百万円減少し、海運業費用は4,035百万円減少し、営業利

益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ102百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高

は48百万円減少しております。１株当たり純資産額及び１株当たり中間純利益はそれぞれ26.34円減少してお

ります。

 
(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、中間財務諸表に与える影響

はありません。

 
(会計上の見積りの変更)

　(耐用年数の変更)

東京九州フェリー株式会社にて当上期中に開業した新航路の使用船舶として、当社は新船2隻を傭船に出し

ております。従来、船舶のうち定期船の耐用年数は15年を採用しておりましたが、この大規模投資を契機に、

既存船舶の使用実績等を再検討した結果、当中間会計期間より20年に見直し、将来にわたり変更しておりま

す。

この変更により従来の方法に比べて、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ732百万円増加

しております。

 
(追加情報)

１．新型コロナウイルス感染症に関する事項

当中間会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広が

り方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

 
２．財務制限条項に関する事項

当社グループの金融機関からの借入金の一部には、財務制限条項が付されており、その財務制限条項に抵触

し、当該借入金の弁済を求められた場合、期限の利益を喪失し当社グループの財政状態に重要な影響を及ぼす

可能性があります。
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(中間損益計算書関係)

※１ 当社は、通常の営業の形態として、上半期に比べ下半期の海運業収益は減少し、海運業費用は増加するため、事

業年度の上半期の海運業収益(又は海運業費用)と下半期の海運業収益(又は海運業費用)との間に著しい相違があ

り、上半期と下半期の業績に季節的変動があります。

 

※２ 営業外収益のうち主要な項目及び金額は次のとおりであります。
　

 
前中間会計期間

(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当中間会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

受取利息 50百万円 50百万円

受取配当金 20 10 

補助金収入 139 513 
 

 

※３ 営業外費用のうち主要な項目及び金額は次のとおりであります。
　

 
前中間会計期間

(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当中間会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

支払利息 305百万円 467百万円

貸倒引当金繰入額 49 ― 
 

 

※４　新型コロナウイルス感染症に関する事項

前中間会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、政府・自治体からの各種要請等を踏まえ、クルーズ客船の運航を中止し

ておりました。このため、運航中止期間中に発生した固定費等394百万円を「新型コロナウイルス感染症による損

失」として特別損失に計上し、これに対応した雇用調整助成金の特例措置の適用を受けた金額75百万円については

「助成金収入」として特別利益に計上しております。

 

当中間会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、政府・自治体からの各種要請等を踏まえ、クルーズ客船の運航を中止し

ておりました。このため、運航中止期間中に発生した固定費等423百万円を「新型コロナウイルス感染症による損

失」として特別損失に計上し、これに対応した雇用調整助成金の特例措置の適用を受けた金額46百万円については

「助成金収入」として特別利益に計上しております。

 
 

５ 減価償却実施額
　

 
前中間会計期間

(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当中間会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

有形固定資産 2,115百万円 1,943百万円

無形固定資産 13 20 
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(中間貸借対照表関係)

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。
　

 
前事業年度

(2021年３月31日)
当中間会計期間
(2021年９月30日)

船舶 47,895百万円 58,308百万円

建物 4,313 4,231 

土地 1,512 1,512 

建設仮勘定 7,576 ― 

　計 61,298 64,053 
 

 
　

 
前事業年度

(2021年３月31日)
当中間会計期間
(2021年９月30日)

１年内返済予定の長期借入金 6,157百万円 6,968百万円

長期借入金 41,643 44,003 

　計 47,801 50,971 
 

 
２ 偶発債務

(1) 関係会社の金融機関等への債務に対する債務保証
　

 
前事業年度

(2021年３月31日)
当中間会計期間
(2021年９月30日)

マリネックス㈱ 435百万円 418百万円

新協和商事㈱ 217 206 

計 652 624 
 

 
(2) 関係会社の仕入代金に対する保証

　

 
前事業年度

(2021年３月31日)
当中間会計期間
(2021年９月30日)

新協和商事㈱ 1,320百万円 2,519百万円
 

 
(3) 関係会社のリース契約等に対する連帯保証

　

 
前事業年度

(2021年３月31日)
当中間会計期間
(2021年９月30日)

日本クルーズ客船㈱ 33百万円 28百万円

　計 33 28 
 

 
(4) 取引先等の金融機関等からの借入金に対する連帯保証

　

 
前事業年度

(2021年３月31日)
当中間会計期間
(2021年９月30日)

高速マリン・トランスポート㈱ 339百万円 307百万円
 

 
※３ 圧縮記帳

国庫等補助金受入による圧縮記帳累計額は、次のとおりであります。
　

 
前事業年度

(2021年３月31日)
当中間会計期間
(2021年９月30日)

船舶 572百万円 572百万円

建物 22 22 

計 594 594 
 

 
※４ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動資産の「その他流動資産」

及び流動負債の「その他流動負債」に含めて表示しております。
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(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,032百万円、関連会社株式473

百万円、当中間会計期間の中間貸借対照表計上額は子会社株式932百万円、関連会社株式521百万円)は、市場

価格のない株式等のため、記載しておりません。

 

(収益認識関係)

「顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」については、中間連結財務諸表「注記

事項（収益認識関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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(2) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の参考情報】

 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
　
(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度(第54期)(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)2021年６月28日北海道財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

 

2021年12月15日

新日本海フェリー株式会社

取締役会 御中

ネクサス監査法人
 

大阪府大阪市
 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 原   田   充   啓  

 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 長　　野　　秀　　則  

 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 岩  本  吉 志 子  

 

 
中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる新日本海フェリー株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2021年４

月１日から2021年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間

連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、新日本海フェリー株式会社及び連結子会社の2021年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間(2021年４月１日から2021年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。

 
中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査

の基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人

は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのそ

の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手

したと判断している。

 
強調事項

（会計上の見積りの変更）に記載されているとおり、会社は、当中間連結会計期間より船舶のうち定期船の耐用年数

を15年から20年に変更している。当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 
中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務

諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸

表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企

業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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中間連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立

場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要

性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監

査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続

の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基

づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・　中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報

の表示に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する

注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠

に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場

合は、中間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告

書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる

可能性がある。

・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中

間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

・ 中間連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証

拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人

は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 
以  上

　
(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提

出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

 

2021年12月15日

新日本海フェリー株式会社

取締役会 御中

ネクサス監査法人
 

大阪府大阪市
 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 原   田   充   啓  

 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 長   野   秀   則  

 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 岩  本  吉 志 子  

 

 
中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる新日本海フェリー株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第55期事業年度の中間会計期間(2021年４月

１日から2021年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動

計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、新日本海フェリー株式会社の2021年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年４月

１日から2021年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 
中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査

の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、

我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任

を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

 
強調事項

（会計上の見積りの変更）に記載されているとおり、会社は、当中間会計期間より船舶のうち定期船の耐用年数を15

年から20年に変更している。当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資

者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か

ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に

又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断

される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一

部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、

分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に

関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する

注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財

務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し

た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が

基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以  上

　
 

(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提

出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
 

 

EDINET提出書類

新日本海フェリー株式会社(E04262)

半期報告書

61/61


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
	２事業等のリスク
	３経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	①ストックオプション制度の内容
	②その他の新株予約権等の状況

	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)発行済株式総数、資本金等の状況
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第５経理の状況
	１中間連結財務諸表等
	(1)中間連結財務諸表
	①中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
	中間連結損益計算書
	中間連結包括利益計算書

	②中間連結株主資本等変動計算書
	③中間連結貸借対照表
	④中間連結キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報
	関連情報
	報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
	報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
	報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報


	(2)その他

	２中間財務諸表等
	(1)中間財務諸表
	①中間損益計算書
	②中間株主資本等変動計算書
	③中間貸借対照表
	注記事項


	(2)その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

